
令 和 ７ 年 1 1 月 秋 田 市 議 会 定 例 会 提 出 案 件 目 次

番 号 件 名

112 秋田市部設置条例の一部を改正する件

113 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件

114 秋田市大森山動物園条例の一部を改正する件

115 秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する件

116 秋田市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める

条例および秋田市指定通所支援の事業等の人員、設備および運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する件

117 秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する件

118 秋田市児童館条例の一部を改正する件

119 秋田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する件

120 秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に

関する条例の一部を改正する件

121 秋田市火災予防条例の一部を改正する件

122 秋田市水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する件

123 秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の

一部を改正する件

124 秋田市雄和観光花き栽培園の指定管理者を指定する件

125 秋田市まちなか観光案内所の指定管理者を指定する件

126 秋田市営住宅等の指定管理者を指定する件

127 市道路線を認定する件

128 市道上北手百崎２号線ほか１路線道路災害復旧（６災258号）工

事（第２期）請負契約を締結する件

129 令和７年度秋田市一般会計補正予算（第４号）の件

130 令和７年度秋田市土地区画整理会計補正予算（第１号）の件

131 令和７年度秋田市市営墓地会計補正予算（第１号）の件

132 令和７年度秋田市公設地方卸売市場会計補正予算（第１号）の件

133 令和７年度秋田市大森山動物園会計補正予算（第１号）の件

134 令和７年度秋田市廃棄物発電会計補正予算（第１号）の件

135 令和７年度秋田市学校給食費会計補正予算（第２号）の件

136 令和７年度秋田市国民健康保険事業会計補正予算（第２号）の件

137 令和７年度秋田市母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計補正予算

（第１号）の件

138 令和７年度秋田市介護保険事業会計補正予算（第２号）の件

139 令和７年度秋田市後期高齢者医療事業会計補正予算（第２号）の



件

140 令和７年度秋田市水道事業会計補正予算（第２号）の件

141 令和７年度秋田市下水道事業会計補正予算（第２号）の件

142 令和７年度秋田市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）の件



 議案第112号

 

 　　　秋田市部設置条例の一部を改正する件

 

 　秋田市部設置条例の一部を次のように改正する。

 

 　　令和７年11月28日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　沼　谷　　　純　　　　　

 

 　　　秋田市部設置条例の一部を改正する条例

　秋田市部設置条例（昭和56年秋田市条例第17号）の一部を次のように改

 正する。

 　第１条企画財政部の項を次のように改める。

 企画政策部

 　(1) 総合企画および調整に関すること。

 　(2) 国際交流に関すること。

 　(3) 情報化に関すること。

 　(4) 調査統計に関すること。

 　(5) 広報に関すること。

 　(6) 広聴に関すること。

 　第１条企画政策部の項の次に次のように加える。

 財政部

 　(1) 予算その他の財務に関すること。

 　(2) 税に関すること。

 　(3) 公共施設等の総合調整に関すること。

 

 　　　附　則

 　この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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 提案理由

　企画財政部を廃止し、企画政策部および財政部を新設するため、改正し

ようとするものである。
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議案第113号

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する件

特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員の給与に関する条例（昭和26年秋田市条例第４号）の一部

を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

９ 令和８年１月１日から同年３月31日までの間に支給する市長の給料月

額は、第３条および附則第６項本文の規定にかかわらず、別表に掲げる

給料月額から、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た

額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

市長の給料月額を減額するため、改正しようとするものである。
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 議案第114号

 

 　　　秋田市大森山動物園条例の一部を改正する件

 

 　秋田市大森山動物園条例の一部を次のように改正する。

 

 　　令和７年11月28日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　沼　谷　　　純　　　　　

 

 　　　秋田市大森山動物園条例の一部を改正する条例

　秋田市大森山動物園条例（平成17年秋田市条例第60号）の一部を次のよ

 うに改正する。

　別表第１中「730円」を「1,000円」に、「630円」を「900円」に、

「530円」を「800円」に、「1,250円」を「2,400円」に改め、同表の備考

 を次のように改める。

 　備考　高校生以下の入園料は、無料とする。

 

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

 　（経過措置）

２　改正後の秋田市大森山動物園条例の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の入園に係る施行日以後に納付すべき入園

料について適用し、施行日前の入園に係る入園料および施行日以後の入

 園に係る施行日前に納付すべき入園料については、なお従前の例による。

３　施行日前に改正前の秋田市大森山動物園条例の規定に基づき発行され

 た回数券については、施行日以後においても使用することができる。

 

 提案理由
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　大森山動物園の入園料の適正化を図るため、改正しようとするものであ

る。
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議案第115号

秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する件

秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例等の一部を次のように改正する。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する条例

（秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正）

第１条 秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成26年秋田市条例第58号）の一部を次のよう

に改正する。

第25条中「の職員は」を「（幼保連携型認定こども園および幼稚園を

除く。第３号において同じ。）の職員は」に改め、同条に次の１項を加

える。

２ 特定教育・保育施設（幼保連携型認定こども園又は幼稚園に限

る。）の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、次に掲げる行為

をしてはならない。

(1) 前項第１号、第２号および第４号に掲げる行為

(2) 教育・保育給付認定子どもの心身に重大な危険が生じ、又は生じ

るおそれのある場合において、業務上必要な注意を怠り、当該危険

を防止するための必要な措置を講じないこと。

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育・保育給付認定子どもの心身に
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有害な影響を与える行為をすること。

（秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定め

る条例の一部改正）

第２条 秋田市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を

定める条例（平成26年秋田市条例第59号）の一部を次のように改正する。

第６条の次に次の１条を加える。

（虐待等の禁止）

第６条の２ 幼保連携型認定こども園の職員は、園児に対し、次に掲げ

る行為をしてはならない。

(1) 園児の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える

こと。

(2) 園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為

をさせること。

(3) 園児の心身に重大な危険が生じ、又は生じるおそれのある場合に

おいて、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要

な措置を講じないこと。

(4) 園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の園児に

著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、園児の心身に有害な影響を与える行

為をすること。

第23条を削り、第24条を第23条とし、第25条から第28条までを１条ず

つ繰り上げる。

（秋田市認定こども園の認定の要件に関する条例の一部改正）

第３条 秋田市認定こども園の認定の要件に関する条例（平成31年秋田市

条例第44号）の一部を次のように改正する。

第８条第４項中「の職員は」を「（幼稚園型認定こども園を除く。以

下この項において同じ。）の職員は」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 幼稚園型認定こども園の職員は、当該幼稚園型認定こども園の子ど

もに対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 前項第１号、第２号および第４号に掲げる行為
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(2) 子どもの心身に重大な危険が生じ、又は生じるおそれのある場合

において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必

要な措置を講じないこと。

(3) 前２号に掲げるもののほか、子どもの心身に有害な影響を与える

行為をすること。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準の一部改正（令和７年内閣府令第80号）等

に伴い、虐待等の禁止に係る運営に関する基準を改めるとともに、規定を

整備するため、改正しようとするものである。
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議案第116号

秋田市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条

例および秋田市指定通所支援の事業等の人員、設備および運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する件

秋田市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例お

よび秋田市指定通所支援の事業等の人員、設備および運営に関する基準を

定める条例の一部を次のように改正する。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

秋田市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条

例および秋田市指定通所支援の事業等の人員、設備および運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

（秋田市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例

の一部改正）

第１条 秋田市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める

条例（平成26年秋田市条例第60号）の一部を次のように改正する。

第18条第２項を次のように改める。

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に

掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律第141号）

第12条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）

（以下この項において「健康診断等」という。）が行われた場合であ

って、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部

又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全

部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育

事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握し
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なければならない。

児童相談所等における乳幼児の利 利用乳幼児に対する利用開始時の

用開始前の健康診断 健康診断

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健

康診断又は臨時の健康診断

（秋田市指定通所支援の事業等の人員、設備および運営に関する基準を

定める条例の一部改正）

第２条 秋田市指定通所支援の事業等の人員、設備および運営に関する基

準を定める条例（令和元年秋田市条例第37号）の一部を次のように改正

する。

第33条第２項中「掲げる健康診断が」を「掲げる健康診断又は健康診

査（母子保健法（昭和40年法律第141号）第12条又は第13条に規定する

健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診

断等」という。）が」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、

「健康診断の結果」を「健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のよ

うに加える。

乳児又は幼児に対する健康診査 通所開始時の健康診断、定期の健

康診断又は臨時の健康診断

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改正（令和７年

内閣府令第82号）に伴い、健康診断の実施に係る運営に関する基準を改め

るため、改正しようとするものである。
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議案第117号

秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する件

秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例の一部

を次のように改正する。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

秋田市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例（平成

24年秋田市条例第90号）の一部を次のように改正する。

第16条第２項中「掲げる健康診断が」を「掲げる健康診断又は健康診査

（母子保健法（昭和40年法律第141号）第12条又は第13条に規定する健康

診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」

という。）が」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康診

断の結果」を「健康診断等の結果」に改める。

第27条第１項第２号の次に次の１号を加える。

(2)の２ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第５条の２の

８に規定するこども家庭ソーシャルワーカー（以下「こども家庭ソー

シャルワーカー」という。）の資格を有する者

第27条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改める。

第28条第４号の次に次の１号を加える。

(4)の２ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者

別表第１に次のように加える。
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乳幼児に対する健康診査 入所した乳幼児に対する入所時の

健康診断、定期の健康診断又は臨

時の健康診断

附 則

この条例は、令和８年３月１日から施行する。ただし、第16条第２項の

改正規定および別表第１に次のように加える改正規定は、公布の日から施

行する。

提案理由

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正（令和７年内閣府

令第92号）等に伴い、母子生活支援施設の長の資格要件等を改めるととも

に、規定を整備するため、改正しようとするものである。
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議案第118号

秋田市児童館条例の一部を改正する件

秋田市児童館条例の一部を次のように改正する。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

秋田市児童館条例の一部を改正する条例

秋田市児童館条例（平成16年秋田市条例第119号）の一部を次のように

改正する。

別表秋田市土崎児童館の項を削り、同表秋田市土崎南児童センターの項

中「秋田市土崎南児童センター」を「秋田市土崎児童センター」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

提案理由

土崎児童館を廃止するとともに、土崎南児童センターの名称を改めるた

め、改正しようとするものである。
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議案第119号

秋田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する件

秋田市建築基準法関係手数料条例の一部を次のように改正する。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

秋田市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例

秋田市建築基準法関係手数料条例（平成12年秋田市条例第８号）の一部

を次のように改正する。

別表第52号中「第137条の12第６項」を「第137条の12第11項」に改め、

同表第53号中「第137条の12第７項」を「第137条の12第12項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

建築基準法施行令の一部改正（令和７年政令第310号）に伴い、規定を

整備するため、改正しようとするものである。
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議案第120号

秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関

する条例の一部を改正する件

秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関する

条例の一部を次のように改正する。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関

する条例の一部を改正する条例

秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙運動の公営に関する

条例（平成５年秋田市条例第30号）の一部を次のように改正する。

第６条および第８条中「７円73銭」を「８円38銭」に改める。

第９条および第11条中「28円35銭」を「30円73銭」に、「58万6,905

円」を「60万9,690円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の秋田市議会議員および秋田市長の選挙におけ

る選挙運動の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、

施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の

例による。
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提案理由

市議会議員および市長の選挙における選挙運動用ビラおよび選挙運動用

ポスターの作成の公営に要する経費の算定に係る限度額を引き上げるため、

改正しようとするものである。
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 議案第121号

 

 　　　秋田市火災予防条例の一部を改正する件

 

 　秋田市火災予防条例の一部を次のように改正する。

 

 　　令和７年11月28日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　沼　谷　　　純　　　　　 

 

 　　　秋田市火災予防条例の一部を改正する条例

　秋田市火災予防条例（昭和48年秋田市条例第27号）の一部を次のように

 改正する。

 　目次中「第３章の２　住宅用防災機器の設置および維持に関する基準等

 　　　　　　　　　　　　　　　「第３章の２　住宅用防災機器の設置お
 （第29条の２―第29条の７）」を　

 　　　　　　　　　　　　　　　　第３章の３　林野火災の予防（第29条

 よび維持に関する基準等（第29条の２―第29条の７）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

 の８・第29条の９）　　　　　　　　　　　　　　　」

　第29条中「警報」の次に「（法第22条第３項に規定する火災に関する警

 報をいう。以下同じ。）」を加え、同条第７号を削る。

 　第３章の２の次に次の１章を加える。

 　　　第３章の３　林野火災の予防

 　（林野火災に関する注意報）

第29条の８　市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林

野火災」という。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に

 関する注意報を発することができる。

２　前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるま

での間、市の区域内に在る者は、第29条各号に定める火の使用の制限に

 従うよう努めなければならない。

３　市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の
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使用の制限に従うよう努めなければならない区域を指定することができ

 る。

　（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の

 使用の制限）

第29条の９　市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発

したときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第29条各号に定める

 火の使用の制限の対象となる区域を指定することができる。

　第53条第１号中「行為」の次に「（たき火を含む。）」を加える。 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 提案理由

　林野火災に関する注意報の発令等について定めるとともに、規定を整備

 するため、改正しようとするものである。
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 議案第122号

 

 　　　秋田市水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する件

 

 　秋田市水道事業等の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。

 

 　　令和７年11月28日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　沼　谷　　　純　　　　　

 

 　　　秋田市水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　秋田市水道事業等の設置等に関する条例（昭和41年秋田市条例第33号）

 の一部を次のように改正する。

 　本則に次の１条を加える。

 　（上下水道事業経営審議会）

第８条　管理者の諮問に応じ水道事業等の経営に関する事項を調査審議す

るため、秋田市上下水道事業経営審議会（以下「審議会」という。）を

 置く。

２　審議会は、水道事業等の経営に関する事項について、管理者に意見を

述べることができる。 

３　審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

４　委員は、学識経験を有する者、関係団体の代表者、水道、下水道又は

農業集落排水施設の使用者その他管理者が適当と認める者のうちから、

 管理者が委嘱する。

５　委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

 ただし、再任は妨げない。

６　前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事

項は、管理者が定める。 

 

 　　　附　則
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　この条例は、公布の日から施行する。 

 

 提案理由

　水道事業等の経営に関する事項の調査審議を行う秋田市上下水道事業経

 営審議会を設置するため、改正しようとするものである。
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議案第123号 

 

　　　秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の一

部を改正する件 

 

　秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の一部を

 次のように改正する。

 

　　令和７年11月28日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　沼　谷　　　純　　　　　 

 

　　　秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例の一

部を改正する条例 

　秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例（昭和22

年秋田市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 　別表第２佐竹史料館協議会委員の項の次に次のように加える。

上下水道事業経営審議会委員 日額　10,000円

 
 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

　上下水道事業経営審議会委員の報酬の額を定めるため、改正しようとす

るものである。 
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議案第124号

秋田市雄和観光花き栽培園の指定管理者を指定する件

次により秋田市雄和観光花き栽培園の指定管理者を指定することについ

て、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により

議会の議決を求める。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市雄和観光花き栽培園

２ 指定管理者 秋田市雄和妙法字糠塚21番地

株式会社秋田国際ダリア園

代表取締役 鷲 澤 康 二

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

提案理由

雄和観光花き栽培園の指定管理者を指定するため、議会の議決を求めよ

うとするものである。
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議案第125号

秋田市まちなか観光案内所の指定管理者を指定する件

次により秋田市まちなか観光案内所の指定管理者を指定することについ

て、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により

議会の議決を求める。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市まちなか観光案内所

２ 指定管理者 秋田市大町一丁目２番37号

公益財団法人秋田観光コンベンション協会

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

提案理由

まちなか観光案内所の指定管理者を指定するため、議会の議決を求めよ

うとするものである。
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議案第126号

秋田市営住宅等の指定管理者を指定する件

次により秋田市営住宅等の指定管理者を指定することについて、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により議会の議決

を求める。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

１ 施 設 名 秋田市営住宅

河辺松渕一般特定住宅

雄和糠塚一般特定住宅

河辺松渕単身特定住宅

２ 指定管理者 秋田市中通二丁目３番８号

アトリオンビル５階

一般財団法人秋田県建築住宅センター

理事長 中 野 賢 俊

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

提案理由

秋田市営住宅等の指定管理者を指定するため、議会の議決を求めようと

するものである。
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 議案第127号

 

 　　　市道路線を認定する件

 

　次の道路を市道路線に認定することについて、道路法（昭和27年法律第

 180号）第８条第２項の規定により議会の議決を求める。

 

 　　令和７年11月28日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　沼　谷　　　純　　　　
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    起　点　地　番 重要な 延  長 幅  員
   路  線  名

終　点　地　番 経過地 (ﾒｰﾄﾙ) (ﾒｰﾄﾙ)

   手形西谷地68 手形字中谷地14番２地先
  50.10 6.00

号線 手形字中谷地14番３地先

   仁井田本町21 仁井田本町三丁目34番２地先 4.00
  71.40 ～

号線 仁井田本町三丁目444番１地先 6.60

                                                              
                                                          

 提案理由

　区画整理事業に伴い新設された道路等を一般交通の用に供するため、市

道路線に認定しようとするものである。 
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番 号 路 　 線 　 名 延 長 (ﾒｰ ﾄ ﾙ ) 幅 員 (ﾒｰ ﾄ ﾙ )

１ 手 形 西 谷 地 68号 線 　 　  5 0 . 1 0  　 　 　 　 6.0 0

２ 仁 井 田 本 町 21号 線 　 　  7 1 . 4 0  　 4. 0 0～ 6. 6 0

合 計 延 長   　 121 . 5 0
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市道認定路線図　　　　　　　　No.１

手形西谷地６８号線

市立東小学校

１ 手形西谷地６８号線

旭川方面

秋
田
駅
方
面

広
面
方
面

東通方面
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市道認定路線図　　　　　　　　No.２

仁井田本町２１号線

市立仁井田小学校

四
ツ
小
屋
方
面

御
所
野
方
面

牛
島
方
面

２ 仁井田本町２１号線
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議案第128号

市道上北手百崎２号線ほか１路線道路災害復旧（６災258号）工事

（第２期）請負契約を締結する件

次により工事請負契約を締結することについて、秋田市議会の議決に付

すべき契約および財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年秋田市条例

第18号）第２条の規定により議会の議決を求める。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

１ 工 事 名 市道上北手百崎２号線ほか１路線道路災害復旧（６

災258号）工事（第２期）

２ 工 事 場 所 秋田市山手台二丁目地内

３ 契 約 方 法 総合評価落札方式による公募型指名競争入札

４ 契 約 金 額 214,500,000円

５ 契約の相手方 中央土建・エコシビル特定建設工事共同企業体

代表者 秋田市大町一丁目３番８号

秋田ディライトビル１階

中央土建株式会社

代表取締役 伊 藤 久 嗣

提案理由

市道上北手百崎２号線ほか１路線道路災害復旧（６災258号）工事（第

２期）を施行するため、議会の議決を求めようとするものである。
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議案第129号

令和７年度秋田市一般会計補正予算（第４号）

令和７年度秋田市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ866,242千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,970,736千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許

費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の補正は、「第３表 債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第４条 市債の補正は、「第４表 市債補正」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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16 26,760,012 172,000 26,932,012

1 国庫負担金 21,767,419 32,202 21,799,621

2 国庫補助金 4,913,210 134,773 5,047,983

3 委託金 79,383 5,025 84,408

17 10,533,303 18,851 10,552,154

1 県負担金 6,828,561 10,286 6,838,847

2 県補助金 2,888,177 8,565 2,896,742

19 2,529,033 351,000 2,880,033

1 寄附金 2,529,033 351,000 2,880,033

21 1,046,435 166,691 1,213,126

1 繰越金 1,046,435 166,691 1,213,126

23 10,614,900 157,700 10,772,600

1 市債 10,614,900 157,700 10,772,600

149,104,494 866,242 149,970,736

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰越金

市債

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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2 18,979,764 271,249 19,251,013

1 総務管理費 16,461,288 189,774 16,651,062

2 徴税費 1,208,066 69,815 1,277,881

5 統計調査費 195,766 11,660 207,426

3 56,771,439 62,922 56,834,361

1 社会福祉費 26,638,380 57,897 26,696,277

4 国民年金費 51,397 5,025 56,422

4 10,864,913 93,862 10,958,775

1 環境衛生費 548,844 8,148 556,992

2 保健所費 2,393,242 59,925 2,453,167

7 母子衛生費 792,982 25,789 818,771

7 9,870,210 156,677 10,026,887

1 商工費 9,870,210 156,677 10,026,887

10 12,966,188 274,032 13,240,220

2 小学校費 2,954,625 57,746 3,012,371

3 中学校費 1,657,856 16,595 1,674,451

5 幼稚園費 340,075 55,600 395,675

6 社会教育費 2,597,276 101,479 2,698,755

7 保健体育費 829,936 42,612 872,548

11 175,562 7,500 183,062

1 農林水産施設災害復旧費 10,002 7,500 17,502

149,104,494 866,242 149,970,736

災害復旧費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

総務費

民生費

衛生費

商工費

教育費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

- 43 -



  第２表　　繰越明許費

千円
2 2 徴税費 税制改正関連システム改修経費 69,815

4 2 保健所費 保健所・保健センター改修経費 57,519

8 5 都市計画費 土地区画整理会計繰出金 345,000

10 2 小学校費 小学校屋根等防水改修事業 24,760

6 社会教育費 明徳館施設整備等経費 98,000

総務費

款 項 事 業 名 金 額

衛生費

教育費

土木費
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第３表　　債務負担行為補正

(追　加)

令和7年度
～

令和8年度

秋田市ふるさと応援寄附金推進事業 令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

戸籍システム更新・運用経費 令和7年度
～

令和10年度

総合案内フロアマネジャー業務委託経費 令和7年度
～

令和10年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

27,500

132,437

後期高齢者健康診査事業 168,257

旧松倉家住宅管理運営経費 24,447

「美術館の街」活性化事業

戸籍システム標準化事業 44,585

戸籍システム等改修経費 22,724

文化創造館管理運営経費 112,760

あきた芸術劇場管理運営費

1,395,877

企業版ふるさと納税推進事業 2,200

基幹系システム標準化・運用事業 338,085

40,255

事 項 期 間 限 度 額

千円
外部監査実施経費 10,753

111,966

国民年金システム改修経費 7,480
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令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

健康管理関連事業委託経費等 令和7年度
～

令和8年度

在宅子育てサポート事業 令和7年度
～

令和8年度

子ども広場運営事業 令和7年度
～

令和10年度

農業経営等復旧・継続支援対策事業 令和7年度
～

令和8年度

道路維持修繕事業 令和7年度
～

令和8年度

冬みち安全安心対策除雪強化事業 令和7年度
～

令和8年度

消融雪施設整備事業 令和7年度
～

令和8年度

道路改良事業 令和7年度
～

令和8年度

側溝改良事業 令和7年度
～

令和8年度

交通安全施設等整備事業 令和7年度
～

令和8年度

古川流域治水対策事業 令和7年度
～

令和8年度

千円
社会福祉関連サービス委託経費等 22,138

1,362

80,000

18,566

1,790

43,197

1,147

障がい者福祉関連サービス委託経費等 164,125

老人福祉関連サービス委託経費等 10

事 項 期 間 限 度 額

124,000

81,869

90,000

70,053

17,000
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都市公園バリアフリー化事業 令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和12年度

ＩＣＴ支援員配置経費 令和7年度
～

令和10年度

飯島南小学校スクールバス車両借上経費 令和7年度
～

令和12年度

明徳館文庫運営事業 令和7年度
～

令和10年度

施設設備管理費及び機器使用料等 令和7年度
（令和7年度設定文書法制課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定防災安全対策課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定財産管理活用課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定工事検査室分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定企画調整課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定財政課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定情報統計課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定広報広聴課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定市民税課分） ～

令和8年度

千円

27,828

6,102

858

3,604

166,242

16,756

138,996

163,336

39,782

限 度 額

38,950

26,007

4,339

事 項

11,000

市議会会議録閲覧検索システム運用経費 3,170

期 間
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施設設備管理費及び機器使用料等 令和7年度
（令和7年度設定東京事務所分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定観光振興課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定文化振興課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定スポーツ振興課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定大森山動物園分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度 3,014
～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定民俗芸能伝承館分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定佐竹史料館分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定生活総務課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定市民課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定新屋ガラス工房分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
～

令和8年度

1,559

22,258

千円

（令和7年度設定秋田城跡歴史資料館分）

事 項 期 間 限 度 額

120,482

6,201

85,726

15,473

2,222

2,646

46,739

（令和7年度設定秋田市民交流プラザ管理室分）

453

（令和7年度設定西部市民サービスセンター分）

（令和7年度設定北部市民サービスセンター分）

107,550同　上

同　上 302,949

同　上 4,672
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施設設備管理費及び機器使用料等 令和7年度
～

令和8年度

同　上 令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定市民相談センター分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定福祉総務課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定食肉衛生検査所分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定保健総務課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定子ども育成課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定子ども福祉課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定子ども健康課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定子育て相談支援課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定環境総務課分） ～

令和8年度

334

（令和7年度設定河辺市民サービスセンター分）

（令和7年度設定雄和市民サービスセンター分）

（令和7年度設定南部市民サービスセンター分）

20

同　上

19,563

2,791

2,653,600

3,586

43,078

事 項

105,561

59,236

4,735

6,443

同　上

（令和7年度設定中央市民サービスセンター分）

64,741
（令和7年度設定東部市民サービスセンター分）
同　上

20,679

期 間

千円

限 度 額

88,272
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令和7年度
（令和7年度設定産業企画課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定建設総務課分） ～

令和8年度

同　上 令和7年度
（令和7年度設定都市総務課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定会計課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定議会事務局分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定農業委員会事務局分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定教育委員会総務課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定学事課分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定教育研究所分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定生涯学習室分） ～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定自然科学学習館分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定中央図書館明徳館分） ～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定秋田商業高等学校分） ～

令和8年度

千円

同　上 5,170

施設設備管理費及び機器使用料等

同　上 2,320

事 項

同　上 8,682

同　上

同　上 13,139
（令和7年度設定太平山自然学習センター分）

同　上 3,086

同　上 2,801

45,373

107,687

同　上 3,370

267,695

182,921

331,014

177同　上

同　上 10,382

同　上

期 間 限 度 額
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令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定消防本部総務課分） ～

令和8年度

(変　更)

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
千円 千円

令和7年度 7,334 令和7年度 10,123
～ ～

令和8年度 令和8年度

千円

事 項 期 間 限 度 額

住民基本台帳業務関連システム標準化対
応経費

（令和7年度設定御所野学院高等学校分）

（令和7年度設定秋田公立美術大学附属高等学院分）

同　上 63,736

同　上 748

施設設備管理費及び機器使用料等 2,273

事 項
補 正 前 補 正 後
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 第４表　　市債補正

限　　 　度　　　 額 起債の

補正前の額 補　正　額 計 方　法

千円 千円 千円

保 健 所 費 54,700 54,700
普通貸借
又 は
証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）

  政府資金の場合はそ
の融資条件による。銀
行その他の場合は債権
者と協議して定める。
ただし財政の都合によ
り据置期間及び償還期
限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利に借
換することができる。

小 学 校 費 483,900 24,700 508,600

社 会 教 育 費 531,900 73,500 605,400

1,900 4,800 6,700

計 10,614,900 157,700 10,772,600

起　債　の　目　的 利　率 償　還　の　方　法

農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費
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議案第130号

令和７年度秋田市土地区画整理会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の土地区画整理会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

（繰越明許費）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表 繰越明許

費」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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  第１表　　繰越明許費

千円
1 事業費 1 土地区画整理費 秋田駅東第三地区土地区画整理事業 690,000

款 項 事 業 名 金 額
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  第２表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

施設設備管理費及び機器使用料等 12,495

事 項 期 間 限 度 額

千円
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議案第131号

令和７年度秋田市市営墓地会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の市営墓地会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 6,985
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議案第132号

令和７年度秋田市公設地方卸売市場会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の公設地方卸売市場会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,591千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ481,731千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表

債務負担行為」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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4 7,700 2,591 10,291

1 繰越金 7,700 2,591 10,291

479,140 2,591 481,731

繰越金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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1 409,634 2,591 412,225

1 総務管理費 409,634 2,591 412,225

479,140 2,591 481,731

歳　　出

総務費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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  第２表　　債務負担行為

(追　加)

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 114,675
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議案第133号

令和７年度秋田市大森山動物園会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の大森山動物園会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

- 63 -



  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 22,068
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議案第134号

令和７年度秋田市廃棄物発電会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の廃棄物発電会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 28,953
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議案第135号

令和７年度秋田市学校給食費会計補正予算（第２号）

令和７年度秋田市の学校給食費会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

- 67 -



  第１表　　債務負担行為

令和7年度
～

令和10年度

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

施設設備管理費及び機器使用料等 3,448

千円
学校給食物資安定供給業務委託経費 4,816,909
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議案第136号

令和７年度秋田市国民健康保険事業会計補正予算（第２号）

令和７年度秋田市の国民健康保険事業会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 40 4千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,677,305千円とす

る。

２ 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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7 1 404 405

1 繰越金 1 404 405

29,676,901 404 29,677,305

繰越金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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7 19,758 404 20,162

1 償還金及び還付加算金 19,757 404 20,161

29,676,901 404 29,677,305

歳　　出

諸支出金

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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  第２表　　債務負担行為補正

(追　加)

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 373,266

- 72 -



議案第137号

令和７年度秋田市母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計補正予算（第１号）

令和７年度秋田市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 期 間 限 度 額

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 39
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議案第138号

令和７年度秋田市介護保険事業会計補正予算（第２号）

令和７年度秋田市の介護保険事業会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19,074千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,650,456千円と

する。

２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表

債務負担行為」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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7 4,670,598 19,074 4,689,672

1 一般会計繰入金 4,670,597 19,074 4,689,671

31,631,382 19,074 31,650,456

繰入金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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1 326,100 19,074 345,174

1 総務管理費 326,100 19,074 345,174

31,631,382 19,074 31,650,456

歳　　出

総務費

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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  第２表　　債務負担行為

令和7年度
（現行システム分） ～

令和8年度

令和7年度
～

令和8年度

令和7年度
（令和7年度設定福祉総務課分） ～

令和8年度

施設設備管理費及び機器使用料等 6,453

事 項 期 間 限 度 額

介護保険関連サービス委託経費等 45,474

千円
介護保険事務処理システム等更新・運用経費 67,654
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議案第139号

令和７年度秋田市後期高齢者医療事業会計補正予算（第２号）

令和７年度秋田市の後期高齢者医療事業会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。

（債務負担行為）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表

債務負担行為」による。

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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  第１表　　債務負担行為

令和7年度
（令和7年度設定） ～

令和8年度

千円
施設設備管理費及び機器使用料等 3,263

事 項 期 間 限 度 額
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議案第140号

令和７年度秋田市水道事業会計補正予算（第２号）

（総 則）

第１条 令和７年度秋田市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。

（債務負担行為）

第２条 令和７年度秋田市水道事業会計予算第６条に次の事項、期間及び

限度額を追加する。

事 項 期 間 限 度 額

施設設備管理費
令和７年度から８年度まで 948,727千円

及び機器使用料等

水道施設切廻等
令和７年度から８年度まで 148,400千円

業 務 委 託 経 費

鉛製給水管取出部
令和７年度から８年度まで 57,400千円

解消業務委託経費

配水管整備事業 令和７年度から８年度まで 652,000千円

電 気 防 食 装 置
令和７年度から８年度まで 50,000千円

更 新 工 事

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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議案第141号

令和７年度秋田市下水道事業会計補正予算（第２号）

（総 則）

第１条 令和７年度秋田市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。

（債務負担行為）

第２条 令和７年度秋田市下水道事業会計予算第６条に次の事項、期間及

び限度額を追加する。

事 項 期 間 限 度 額

施設設備管理費
令和７年度から８年度まで 79,146千円

及び機器使用料等

汚水ポンプ場等
令和７年度から８年度まで 180,964千円

維 持 管 理 業 務

管 渠 建 設 事 業 令和７年度から８年度まで 1,153,000千円

浸水対策下水道事業 令和７年度から８年度まで 510,000千円

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純

- 83 -



- 84 -



議案第142号

令和７年度秋田市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）

（総 則）

第１条 令和７年度秋田市農業集落排水事業会計の補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第２条 令和７年度秋田市農業集落排水事業会計予算第５条に次の事項、

期間及び限度額を追加する。

事 項 期 間 限 度 額

施設設備管理費
令和７年度から８年度まで 12,210千円

及び機器使用料等

農 業 集 落 排 水
処理施設維持管理 令和７年度から12年度まで 86,900千円
包 括 業 務 委 託

個 別 排 水 処 理
施 設 維 持 管 理 令和７年度から12年度まで 125,950千円
包 括 業 務 委 託

令和７年11月28日提出

秋田市長 沼 谷 純
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一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書
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１　総　　括

　歳　　入

16 国庫支出金 26,760,012 172,000 26,932,012

17 県支出金 10,533,303 18,851 10,552,154

19 寄附金 2,529,033 351,000 2,880,033

21 繰越金 1,046,435 166,691 1,213,126

23 市債 10,614,900 157,700 10,772,600

149,104,494 866,242 149,970,736歳　　入　　合　　計

 千円

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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　歳　　出

2 総務費 18,979,764 271,249 19,251,013

3 民生費 56,771,439 62,922 56,834,361

4 衛生費 10,864,913 93,862 10,958,775

7 商工費 9,870,210 156,677 10,026,887

10 教育費 12,966,188 274,032 13,240,220

11 災害復旧費 175,562 7,500 183,062

149,104,494 866,242 149,970,736歳　　出　　合　　計

 千円 千円

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額
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国県支出金 市　　　　　債 そ　の　他

271,249

6,300 56,622

14,400 54,700 24,762

156,677

38,086 98,200 137,746

4,800 2,700

58,786 157,700 0 649,756

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円
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託金

5,025

１６款　国庫支出金

　３項　委託金

2 63,134 5,025 68,159民生費委託金 4 国民年金費委

計 4,913,210 134,773 5,047,983

助金

母子衛生費補 1,8253

金

3 175,832 1,858 177,690衛生費国庫補助金 1 保健所費補助 33

補助金

2 644,017 850 644,867民生費国庫補助金 2 障害者福祉費 850

助金

132,065

１６款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

1 1,843,756 132,065 1,975,821総務費国庫補助金 1 総務管理費補

計 21,767,419 32,202 21,799,621

金

3 125,235 20,572 145,807教育費国庫負担金 1 幼稚園費負担 20,572

担金

母子衛生費負 10,8972

金

1 保健所費負担 733

２　　歳    入

2 115,041 11,630 126,671衛生費国庫負担金

補　正　額 計

 千円

１６款　国庫支出金

　１項　国庫負担金

節

区　　分 金　　額

 千円 千円  千円

目 補正前の額
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　１６款　国庫支出金

03 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 （国保年） 5,025

06 子ども・子育て支援交付金 （子ど健） 1,825

12 結核医療費補助金 （保健総） 33

14 地域生活支援事業費補助金 （福祉総） 850

71 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 （財　政） 132,065

01 子どものための教育・保育給付交付金 （子ど育） 20,572

02 小児慢性特定疾病医療費負担金 （子ど健） 10,897

73305 結核医療費負担金 （保健総）

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円
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計 2,529,033 351,000 2,880,033

金

6 10,100 1,000 11,100教育費寄附金 3 小学校費寄附 1,000

附金

350,000

１９款　寄附金

　１項　寄附金

1 2,512,192 350,000 2,862,192総務費寄附金 1 総務管理費寄

計 2,888,177 8,565 2,896,742

金

8 71,633 7,228 78,861教育費県補助金 3 幼稚園費補助 7,228

助金

3 59,509 912 60,421衛生費県補助金 3 母子衛生費補 912

補助金

425

１７款　県支出金

　２項　県補助金

2 2,005,583 425 2,006,008民生費県補助金 2 障害者福祉費

計 6,828,561 10,286 6,838,847

金

10,286

１７款　県支出金

　１項　県負担金

3 60,454 10,286 70,740教育費県負担金 1 幼稚園費負担

計 79,383 5,025 84,408

補　正　額 計

 千円

１６款　国庫支出金

　３項　委託金

節

区　　分 金　　額

 千円 千円  千円

目 補正前の額
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　１６款　国庫支出金　１７款　県支出金　１９款　寄附金

01 小学校費寄附金 （教委総） 1,000

06 総務管理費寄附金 （人移対） 350,000

04 施設型給付費地方単独費用補助金 （子ど育） 7,228

11 産後ケア支援事業費補助金 （子ど健） 912

08 地域生活支援事業費補助金 （福祉総） 425

01 子どものための教育・保育給付費負担金 （子ど育） 10,286

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円
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計 10,614,900 157,700 10,772,600

災害復旧債

農林水産施設 4,80010 45,800 4,800 50,600災害復旧債 2

社会教育債 73,5003

9 1,537,800 98,200 1,636,000教育債 1 小学校債 24,700

54,700

２３款　市債

　１項　市債

3 317,700 54,700 372,400衛生債 4 保健所債

計 1,046,435 166,691 1,213,126

1 前年度繰越金 166,6911 1,046,435 166,691 1,213,126繰越金

補　正　額 計

 千円

２１款　繰越金

　１項　繰越金

節

区　　分 金　　額

 千円 千円  千円

目 補正前の額
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　２１款　繰越金　２３款　市債

01 農地農業用施設災害復旧債 （財　政） 4,800

01 社会教育施設建設債 （財　政） 73,500

01 小学校建設債 （財　政） 24,700

01 保健施設整備債 （財　政） 54,700

166,69101 前年度繰越金 （財　政）

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円
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費

5,829

　１項　社会福祉費

　３款　民生費

7,1042 障害者福祉 9,479,513 9,486,617 1,275

62,922千円

57,897千円

00 11,660207,426195,766 11,660計 0

務費

11,660

　５項　統計調査費

　２款　総務費

11,6601 統計調査総 40,193 51,853

271,249千円

11,660千円

00 69,8151,277,8811,208,066 69,815計 0

69,815

　２項　徴税費

　２款　総務費

69,8152 賦課徴収費 317,348 387,163

271,249千円

69,815千円

00 189,77416,651,06216,461,288 189,774計 0

費

スセンター

1,4991,49913 市民サービ 948,661 950,160

188,275188,2756 企画費 1,480,341 1,668,616

　２款　総務費

　１項　総務管理費 189,774千円

271,249千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円  千円
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　　２款　総務費　　３款　民生費

及び交付金
1,702　　身体障がい者訪問入浴サービス事業

5,402負担金、補助18
5,402　　障がい者交通費補助事業

1,702委託料12 【福祉保健部関係】 7,104

4,007職員手当等3
11,660　　統計調査総務人件費

7,653給料2 【企画財政部関係】 11,660

69,815　　税制改正関連システム改修経費

69,815委託料12 【企画財政部関係】 69,815

1,499　　雄和市民サービスセンター大規模改修事業

【市民生活部関係】 1,4991,499委託料12

156,889委託料12
188,275　　秋田市ふるさと応援寄附金推進事業

【企画財政部関係】 188,27531,386役務費11

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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費

2,819

　２項　保健所費

　４款　衛生費

57,5191 保健所総務 828,764 886,283 54,700

93,862千円

59,925千円

00 8,148556,992548,844 8,148計 0

8,148

　１項　環境衛生費

　４款　衛生費

8,1484 斎場費 121,951 130,099

93,862千円

8,148千円

00 056,42251,397 5,025計 5,025

務費

　４項　国民年金費

　３款　民生費

5,0251 国民年金事 51,397 56,422 5,025

62,922千円

5,025千円

00 56,62226,696,27726,638,380 57,897計 1,275

19,07419,0747 介護保険費 4,670,705 4,689,779

31,71931,7193 老人福祉費 1,152,763 1,184,482

　３款　民生費

　１項　社会福祉費 57,897千円

62,922千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円
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　　３款　民生費　　４款　衛生費

50,310工事請負費14

借料

456使用料及び賃13
57,519　　保健所・保健センター改修経費

6,753需用費10 【福祉保健部関係】 57,519

8,148　　斎場管理費

8,148需用費10 【市民生活部関係】 8,148

5,025　　国民年金システム改修経費

5,025委託料12 【市民生活部関係】 5,025

19,074　　介護保険事業会計繰出金

【福祉保健部関係】 19,07419,074繰出金27

及び交付金 31,719　　高齢者コインバス事業

【福祉保健部関係】 31,71931,719負担金、補助18

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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00 156,67710,026,8879,870,210 156,677計 0

102,065102,0653 工業振興費 751,722 853,787

2 商業振興費 6,921,736 6,951,73630,000 30,000

24,612

　１項　商工費

　７款　商工費

24,6121 商工総務費 277,091 301,703

156,677千円

156,677千円

00 12,155818,771792,982 25,789計 13,634

12,155

　７項　母子衛生費

　４款　衛生費

25,7891 母子保健費 792,982 818,771 13,634

93,862千円

25,789千円

054,700 4,4592,453,1672,393,242 59,925計 766

1,6402,4064 結核対策費 10,180 12,586 766

　４款　衛生費

　２項　保健所費 59,925千円

93,862千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円
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　　４款　衛生費　　７款　商工費

及び交付金 102,065　　清酒製造業者支援事業

【産業振興部関係】 102,065102,065負担金、補助18

及び交付金 30,000　　秋田駅前大型商業施設消費喚起支援事業

【産業振興部関係】 30,00030,000負担金、補助18

12,777職員手当等3
24,612　　商工総務人件費

11,835給料2 【産業振興部関係】 24,612

3,652　　育児支援事業
22,137扶助費19

22,137　　小児慢性特定疾病支援事業

3,652委託料12 【子ども未来部関係】 25,789

及び割引料

1,360償還金、利子22
2,406　　結核医療費公費負担事業

【福祉保健部関係】 2,4061,046扶助費19

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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27,979

　６項　社会教育費

１０款　教育費

101,4794 図書館費 153,233 254,712 73,500

274,032千円

101,479千円

00 17,514395,675340,075 55,600計 38,086

17,514

　５項　幼稚園費

１０款　教育費

55,6001 幼稚園費 340,075 395,675 38,086

274,032千円

55,600千円

00 16,5951,674,4511,657,856 16,595計 0

16,595

　３項　中学校費

１０款　教育費

16,5951 学校管理費 777,558 794,153

274,032千円

16,595千円

024,700 33,0463,012,3712,954,625 57,746計 0

24,700 6024,7604 学校建設費 680,013 704,773

1,0001,0002 教育振興費 370,293 371,293

31,98631,9861 学校管理費 1,576,269 1,608,255

１０款　教育費

　２項　小学校費 57,746千円

274,032千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円
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　１０款　教育費

3,479　　明徳館管理費
98,000工事請負費14

98,000　　明徳館施設整備等経費

3,479需用費10 【教育委員会関係】 101,479

55,600　　幼稚園給付費

55,600扶助費19 【子ども未来部関係】 55,600

16,595　　中学校管理費

16,595需用費10 【教育委員会関係】 16,595

24,760　　小学校屋根等防水改修事業

【教育委員会関係】 24,76024,760工事請負費14

1,000　　小学校教育振興費

【教育委員会関係】 1,0001,000需用費10

31,986　　小学校管理費

【教育委員会関係】 31,98631,986需用費10

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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04,800 2,70017,50210,002 7,500計 0

旧費

施設災害復

2,700

　１項　農林水産施設災害復旧費

１１款　災害復旧費

7,5001 農地農業用 10,001 17,501 4,800

7,500千円

7,500千円

00 42,612872,548829,936 42,612計 0

務費

42,612

　７項　保健体育費

１０款　教育費

42,6121 保健体育総 321,691 364,303

274,032千円

42,612千円

27,9792,698,7552,597,276 101,479計 0 073,500

１０款　教育費

　６項　社会教育費 101,479千円

274,032千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円

- 106 -



　１０款　教育費　１１款　災害復旧費

2,500役務費11
7,500　　農地農業用施設災害復旧事業

5,000需用費10 【産業振興部関係】 7,500

18,674職員手当等3
42,612　　保健体育総務人件費

23,938給料2 【観光文化スポーツ部関係】 42,612

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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補正予算給与費明細書

１　一　般　職

　(1)　総　　　括 （単位：人、千円）

※職員数欄の（　）内は、短時間勤務職員について外書き

　　 ア　会計年度任用職員以外の職員
（単位：人、千円）

※職員数欄の（　）内は、短時間勤務職員について外書き

区 分 職員数
給　　　　　与　　　　　費

共　済　費 合　　　計 備考
報　酬 給　料 職員手当等 計

3,768,195 23,045,211
4,247

補正前 (93) 2,232,621 9,908,579 7,056,932 19,198,132

補正後 (93) 2,232,621 9,952,005 7,092,390 19,277,016

3,768,195 22,966,327
4,234

比 較 (0) 0 43,426 35,458 78,884 0 78,88413

寒冷地手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
特 殊 勤 務

手 当

補正後 225,924 766,583 313,080 184,454 162,987 2,602,164 2,142,121 87,209

区 分 扶 養 手 当
時 間 外

勤 務 手 当
管理職手当 通 勤 手 当

区 分 退 職 手 当 住 居 手 当
単 身 赴 任

手 当
地 域 手 当

161,649 2,591,237 2,132,156 87,209

比 較 1,707 4,812 2,788 928 1,338 10,927 9,965 0

補正前 224,217 761,771 310,292 183,526

2,592 5,331 6,021 3,275 165,000

補正後 258,488 165,967 2,592

0 0 0 1,194

区 分 職員数
給　　　　　与　　　　　費

共　済　費 合　　　計

職
員
手
当
等
の
内
訳

比 較 0 1,799 0

義務教育等

教員特別手当

管理職員特別

勤 務 手 当
児 童 手 当

5,331 6,021 3,275 166,194

補正前 258,488 164,168

補正後 (93) 9,765,207 6,286,780 16,051,987

備考
報　酬 給　料 職員手当等 計

3,263,908 19,315,895
2,435

3,263,908 19,237,011
2,422

比 較 (0) 43,426 35,458 78,884 0 78,88413

補正前 (93) 9,721,781 6,251,322 15,973,103

寒冷地手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
特 殊 勤 務

手 当

補正後 225,924 751,037 313,080 178,924 162,987 2,175,607 1,784,368 86,985

区 分 扶 養 手 当
時 間 外

勤 務 手 当
管理職手当 通 勤 手 当

区 分 退 職 手 当 住 居 手 当
単 身 赴 任

手 当
地 域 手 当

161,649 2,164,680 1,774,403 86,985

比 較 1,707 4,812 2,788 928 1,338 10,927 9,965 0

補正前 224,217 746,225 310,292 177,996

2,592 5,331 6,021 3,275 165,000

補正後 258,488 165,967 2,592

0 0 0 1,194

職
員
手
当
等
の
内
訳

比 較 0 1,799 0

義務教育等

教員特別手当

管理職員特別

勤 務 手 当
児 童 手 当

5,331 6,021 3,275 166,194

補正前 258,488 164,168
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　　 イ　会計年度任用職員 （単位：人、千円）

　(2)  給料及び職員手当等の増減額の明細
（単位：千円）

増　減　額

異動等による    職員数の異動状況

増減分 　 　　補正後　　2,695 人

　 　　補正前　　2,682 人

　　　 増　減       13 人　

 

異動等による

増減分

区 分 職員数
給　　　　　与　　　　　費

共　済　費 合　　　計 備考
報　酬 給　料 職員手当等 計

504,287 3,729,316

補正前 1,812 2,232,621 186,798 805,610 3,225,029 504,287

補正後 1,812 2,232,621 186,798 805,610 3,225,029

3,729,316

比  較 0 0 0 0 0 0 0

補正後 15,546 5,530 426,557 357,753 224 0

区 分
時 間 外

勤 務 手 当
通 勤 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当

特 殊 勤 務

手 当
地 域 手 当

備　　　　　　　　　　　　　考

給 料 43,426 その他の増減分 43,426

0比 較 0 0 0 0 0

職
員
手
当
等
の
内
訳

補正前 15,546 5,530 426,557 357,753 224

43,426

職　員 35,458 その他の増減分 35,458

手当等

35,458

区 分 増 減 事 由 別 内 訳 説 明
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（追　加）

期 間 金 額
千円 千円

外部監査実施経費 10,753 令和7年度 10,753
～

令和8年度

秋田市ふるさと応援寄附金推進事業 1,395,877 令和7年度 1,395,877
～

令和8年度

企業版ふるさと納税推進事業 2,200 令和7年度 2,200
～

令和8年度

基幹系システム標準化・運用事業 338,085 令和7年度 338,085
～

令和8年度

文化創造館管理運営経費 112,760 令和7年度 112,760
～

令和8年度

あきた芸術劇場管理運営費 132,437 令和7年度 132,437
～

令和8年度

旧松倉家住宅管理運営経費 24,447 令和7年度 24,447
～

令和8年度

「美術館の街」活性化事業 27,500 令和7年度 27,500
～

令和8年度

戸籍システム標準化事業 44,585 令和7年度 44,585
～

令和8年度

戸籍システム更新・運用経費 40,255 令和7年度 40,255
～

令和10年度

総合案内フロアマネジャー業務委託経費 111,966 令和7年度 111,966
～

令和10年度

戸籍システム等改修経費 22,724 令和7年度 22,724
～

令和8年度

国民年金システム改修経費 7,480 令和7年度 7,480
～

令和8年度

後期高齢者健康診査事業 168,257 令和7年度 168,257
～

令和8年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

10,753

1,395,877

2,200

323,175 14,910

143 112,617

62 132,375

24,447

22,906 4,594

42,267 2,318

40,255

111,966

22,724

7,480

168,257

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源
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期 間 金 額
千円 千円

社会福祉関連サービス委託経費等 22,138 令和7年度 22,138
～

令和8年度

障がい者福祉関連サービス委託経費等 164,125 令和7年度 164,125
～

令和8年度

老人福祉関連サービス委託経費等 10 令和7年度 10
～

令和8年度

健康管理関連事業委託経費等 18,566 令和7年度 18,566
～

令和8年度

在宅子育てサポート事業 1,790 令和7年度 1,790
～

令和8年度

子ども広場運営事業 70,053 令和7年度 70,053
～

令和10年度

農業経営等復旧・継続支援対策事業 1,362 令和7年度 1,362
～

令和8年度

道路維持修繕事業 81,869 令和7年度 81,869
～

令和8年度

冬みち安全安心対策除雪強化事業 17,000 令和7年度 17,000
～

令和8年度

消融雪施設整備事業 124,000 令和7年度 124,000
～

令和8年度

道路改良事業 80,000 令和7年度 80,000
～

令和8年度

側溝改良事業 90,000 令和7年度 90,000
～

令和8年度

交通安全施設等整備事業 43,197 令和7年度 43,197
～

令和8年度

古川流域治水対策事業 1,147 令和7年度 1,147
～

令和8年度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円
9,295 12,843

36,860 127,265

10

5,437 13,129

1,790

28,218 2,784 39,051

681 681

39,400 35,400 7,069

11,333 4,500 1,167

74,400 39,600 10,000

40,000 36,000 4,000

45,000 40,500 4,500

43,197

1,147

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源
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期 間 金 額
千円 千円

都市公園バリアフリー化事業 11,000 令和7年度 11,000
～

令和8年度

市議会会議録閲覧検索システム運用経費 3,170 令和7年度 3,170
～

令和12年度

ＩＣＴ支援員配置経費 138,996 令和7年度 138,996
～

令和10年度

飯島南小学校スクールバス車両借上経費 38,950 令和7年度 38,950
～

令和12年度

明徳館文庫運営事業 26,007 令和7年度 26,007
～

令和10年度

施設設備管理費及び機器使用料等 4,339 令和7年度 4,339
（令和7年度設定文書法制課分） ～

令和8年度

同　上 16,756 令和7年度 16,756
（令和7年度設定防災安全対策課分） ～

令和8年度

同　上 27,828 令和7年度 27,828
（令和7年度設定財産管理活用課分） ～

令和8年度

同　上 6,102 令和7年度 6,102
（令和7年度設定工事検査室分） ～

令和8年度

同　上 858 令和7年度 858
（令和7年度設定企画調整課分） ～

令和8年度

同　上 3,604 令和7年度 3,604
（令和7年度設定財政課分） ～

令和8年度

同　上 166,242 令和7年度 166,242
（令和7年度設定情報統計課分） ～

令和8年度

同　上 163,336 令和7年度 163,336
（令和7年度設定広報広聴課分） ～

令和8年度

同　上 39,782 令和7年度 39,782
（令和7年度設定市民税課分） ～

令和8年度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円
5,500 4,900 600

3,170

138,996

5,006 33,944

26,007

4,339

16,756

114 27,714

1,952 4,150

858

105 3,499

26,124 140,118

7,333 156,003

110 39,672

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源
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期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 6,201 令和7年度 6,201
（令和7年度設定東京事務所分） ～

令和8年度

同　上 302,949 令和7年度 302,949
（令和7年度設定観光振興課分） ～

令和8年度

同　上 4,672 令和7年度 4,672
（令和7年度設定文化振興課分） ～

令和8年度

同　上 107,550 令和7年度 107,550
（令和7年度設定スポーツ振興課分） ～

令和8年度

同　上 85,726 令和7年度 85,726
～

令和8年度

同　上 22,258 令和7年度 22,258
（令和7年度設定大森山動物園分） ～

令和8年度

同　上 3,014 令和7年度 3,014
（令和7年度設定秋田城跡歴史資料館分） ～

令和8年度

同　上 453 令和7年度 453
（令和7年度設定民俗芸能伝承館分） ～

令和8年度

同　上 15,473 令和7年度 15,473
（令和7年度設定佐竹史料館分） ～

令和8年度

同　上 2,222 令和7年度 2,222
（令和7年度設定生活総務課分） ～

令和8年度

同　上 2,646 令和7年度 2,646
（令和7年度設定市民課分） ～

令和8年度

同　上 46,739 令和7年度 46,739
～

令和8年度

同　上 1,559 令和7年度 1,559
（令和7年度設定新屋ガラス工房分） ～

令和8年度

同　上 120,482 令和7年度 120,482
～

令和8年度
（令和7年度設定北部市民サービスセンター
分）

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

（令和7年度設定秋田市民交流プラザ管理室
分）

（令和7年度設定西部市民サービスセンター
分）
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

6,201

594 17,859 284,496

4,672

35,308 72,242

85,726

22,258

3,014

453

15,473

2,222

2,160 486

46,739

1,559

120,482

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源
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期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 43,078 令和7年度 43,078
～

令和8年度

同　上 20,679 令和7年度 20,679
～

令和8年度

同　上 105,561 令和7年度 105,561
～

令和8年度

同　上 64,741 令和7年度 64,741
～

令和8年度

同　上 88,272 令和7年度 88,272
～

令和8年度

同　上 2,791 令和7年度 2,791
（令和7年度設定市民相談センター分） ～

令和8年度

同　上 59,236 令和7年度 59,236
（令和7年度設定福祉総務課分） ～

令和8年度

同　上 4,735 令和7年度 4,735
（令和7年度設定食肉衛生検査所分） ～

令和8年度

同　上 19,563 令和7年度 19,563
（令和7年度設定保健総務課分） ～

令和8年度

同　上 6,443 令和7年度 6,443
（令和7年度設定子ども育成課分） ～

令和8年度

同　上 3,586 令和7年度 3,586
（令和7年度設定子ども福祉課分） ～

令和8年度

同　上 20 令和7年度 20
（令和7年度設定子ども健康課分） ～

令和8年度

同　上 334 令和7年度 334
（令和7年度設定子育て相談支援課分） ～

令和8年度

同　上 2,653,600 令和7年度 2,653,600
（令和7年度設定環境総務課分） ～

令和8年度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

（令和7年度設定河辺市民サービスセンター
分）

（令和7年度設定雄和市民サービスセンター
分）

（令和7年度設定南部市民サービスセンター
分）

（令和7年度設定東部市民サービスセンター
分）

（令和7年度設定中央市民サービスセンター
分）
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

43,078

20,679

105,561

64,741

88,272

2,791

3,008 56,228

4,735

74 19,489

6,443

851 2,735

20

222 112

462,192 2,191,408

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源

- 119 -



期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 267,695 令和7年度 267,695
（令和7年度設定産業企画課分） ～

令和8年度

同　上 182,921 令和7年度 182,921
（令和7年度設定建設総務課分） ～

令和8年度

同　上 331,014 令和7年度 331,014
（令和7年度設定都市総務課分） ～

令和8年度

同　上 177 令和7年度 177
（令和7年度設定会計課分） ～

令和8年度

同　上 3,086 令和7年度 3,086
（令和7年度設定議会事務局分） ～

令和8年度

同　上 2,320 令和7年度 2,320
（令和7年度設定農業委員会事務局分） ～

令和8年度

同　上 45,373 令和7年度 45,373
（令和7年度設定教育委員会総務課分） ～

令和8年度

同　上 107,687 令和7年度 107,687
（令和7年度設定学事課分） ～

令和8年度

同　上 3,370 令和7年度 3,370
（令和7年度設定教育研究所分） ～

令和8年度

同　上 10,382 令和7年度 10,382
（令和7年度設定生涯学習室分） ～

令和8年度

同　上 13,139 令和7年度 13,139
～

令和8年度

同　上 8,682 令和7年度 8,682
（令和7年度設定自然科学学習館分） ～

令和8年度

同　上 5,170 令和7年度 5,170
（令和7年度設定中央図書館明徳館分） ～

令和8年度

同　上 2,801 令和7年度 2,801
（令和7年度設定秋田商業高等学校分） ～

令和8年度

（令和7年度設定太平山自然学習センター
分）

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円
5,797 14,163 247,735

4,440 178,481

298,793 32,221

177

3,086

156 2,164

45,373

866 106,821

3,370

10,382

13,139

8,682

5,170

2,801

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源
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期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 2,273 令和7年度 2,273
（令和7年度設定御所野学院高等学校分） ～

令和8年度

同　上 748 令和7年度 748
～

令和8年度

同　上 63,736 令和7年度 63,736
（令和7年度設定消防本部総務課分） ～

令和8年度

（変　更）

期 間 金 額
千円 千円

補正前
7,334 令和7年度 7,334

～

令和8年度

補正額
2,789 令和7年度 2,789

～

令和8年度

補正後
10,123 令和7年度 10,123

～

令和8年度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

（令和7年度設定秋田公立美術大学附属高等
学院分）

住民基本台帳業務関連システム標準化対応
経費

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

2,273

467 281

63,736

国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

7,334

2,789

10,123

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源
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当   該   年   度   中  

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額

 １　普   通   債 91,559,076 7,079,400 152,900 17,801,400

  (1) 土 木 35,162,156 3,958,900 8,646,700

  (2) 農 林 水 産 3,313,061 452,300 695,600

  (3) 教 育 16,601,551 1,496,500 98,200 3,053,500

  (4) 公 営 住 宅 2,509,384 34,000

  (5) 保 健 衛 生 6,948,200 581,600 54,700 863,800

  (6) 消 防 2,774,261 351,200 1,559,800

  (7) 民 生 1,595,874 134,400

  (8) 商 工 108,757 829,600

  (9) 過 疎 債 735,233 79,000

  (10)そ の 他 21,810,599 238,900 1,905,000

 ２　災 害 復 旧 債 1,820,719 134,500 4,800 185,100

  (1) 土 木 512,809 49,100 93,000

  (2) 農 林 水 産 246,556 50,600 4,800 57,300

  (3) 教 育 57,651 0

  (4) 保 健 衛 生 985,903 0

  (5) 公 営 住 宅 17,800 34,800 34,800

  

 ３　そ   の   他 51,059,537 0 0 0

地域総合整備

  (1) 資金貸付金 245,779

  (2) 減収補てん債 1,041,800

  (3) 減税補てん債 74,565

  (4) 臨時財政対策債 49,563,193 0

  (5) 歳入欠かん等債 134,200 0

  

144,439,332 7,213,900 157,700 17,986,500合       計 10,614,900

43,900

1,900

0

45,800

10,569,100

4,687,800

243,300

1,458,800

34,000

227,500

1,208,600

134,400

829,600

79,000

1,666,100

市 債 の 前 前 年 度 末 にお ける
び 当 該 年 度 末 に お ける 現在

区　　　　分
前年度末現在高

見　　込　　額
補 正 前 の 額

補 正 額 計前 年 度 か ら
の  繰  越  分

当 該 年 度 分
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増  　 減   　見 　  込

当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額

7,851,464 7,851,464 101,509,012

2,942,049 2,942,049 40,866,807

170,492 170,492 3,838,169

1,239,897 1,239,897 18,415,154

188,142 188,142 2,355,242

647,194 647,194 7,164,806

486,318 486,318 3,847,743

94,125 94,125 1,636,149

9,879 9,879 928,478

54,793 54,793 759,440

2,018,575  2,018,575  21,697,024

160,009 160,009 1,845,810

60,751 60,751 545,058

32,247 32,247 271,609

1,013 1,013 56,638

65,998 65,998 919,905

0 52,600

4,737,351 4,737,351 46,322,186

31,712 31,712 214,067

67,754 67,754 974,046

61,200 61,200 13,365

4,532,131 4,532,131 45,031,062

44,554 44,554 89,646

12,748,824 12,748,824 149,677,008

現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及
高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

　　　　　（単位：千円）

当  該  年  度  末

現      在      高

見      込      額
補正前の額 補 正 額 計

- 125 -



     866,242　千円

     216,486  ○

     649,756○

（単位：千円）

款 金      額 項 金      額

16 国 庫 支 出 金 132,065 2 国 庫 補 助 金 132,065

19 寄 附 金 351,000 1 寄 附 金 351,000

21 繰 越 金 166,691 1 繰 越 金  166,691

計  649,756

こ  の  補  て  ん

歳　　入　　に　　関　　す　　る　　調

歳 出 総 額

上記のうち特定財源

差 引 一 般 財 源
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土 地 区 画 整 理 会 計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
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期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 12,495 令和7年度 12,495
（令和7年度設定） ～

令和8年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

12,495

一 般 会 計
繰 入 金

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

- 129 -



- 130 -



市 営 墓 地 会 計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
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期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 6,985 令和7年度 6,985
（令和7年度設定） ～

令和8年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

6,985

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 会 計

繰 入 金

- 133 -



- 134 -



公 設 地 方 卸 売 市 場 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書
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１　総　　括

　歳　　入

4 繰越金 7,700 2,591 10,291

479,140 2,591 481,731歳　　入　　合　　計

 千円

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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　歳　　出

1 総務費 409,634 2,591 412,225

479,140 2,591 481,731

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計

 千円
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国県支出金 市　　　　　債 そ　の　他

2,591

0 0 2,591 0

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一般会計繰入金

 千円  千円  千円
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計 7,700 2,591 10,291

1 前年度繰越金 2,591

２　　歳    入

1 7,700 2,591 10,291繰越金

補　正　額 計

 千円

　４款　繰越金

　１項　繰越金

節

区　　分 金　　額

 千円 千円  千円

目 補正前の額
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公設地方卸売市場会計

2,59101 前年度繰越金 （産業企）

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円
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2,5910 0412,225409,634 2,591計 0

2,5912,5911 一般管理費 409,634 412,225

　１款　総務費

　１項　総務管理費 2,591千円

2,591千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般会計
繰 入 金その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円  千円
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公設地方卸売市場会計

2,591　　市場運営経費

【産業振興部関係】 2,5912,591公課費26

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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（追　加）

期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 114,675 令和7年度 114,675
（令和7年度設定） ～

令和8年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

80,273 34,402

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 会 計

繰 入 金
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当   該   年   度   中  

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額

 １　普   通   債 386,481

  (1) 公設地方卸売市場 386,481

386,481合       計

区　　　　分
前年度末現在高

見　　込　　額
補 正 前 の 額

補 正 額 計前 年 度 か ら
の  繰  越  分

当 該 年 度 分

市 債 の 前 前 年 度 末 にお ける
び 当 該 年 度 末 に お ける 現在
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増  　 減   　見 　  込

当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額

44,962 44,962 341,519

44,962 44,962 341,519

44,962 44,962 341,519

補 正 額

　　　　　（単位：千円）

当  該  年  度  末

現      在      高

見      込      額
補正前の額 計

高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及
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大 森 山 動 物 園 会 計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
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期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 22,068 令和7年度 22,068
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

1,753 20,315

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 会 計

繰 入 金

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
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当   該   年   度   中  

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額

 １　普   通   債 403,671 69,900

  (1) 大森山動物園 403,671 69,900

403,671 69,900合       計 69,900

前 年 度 か ら
の  繰  越  分

当 該 年 度 分

69,900

69,900

区　　　　分
前年度末現在高

見　　込　　額
補 正 前 の 額

補 正 額 計

び 当 該 年 度 末 に お ける 現在
市 債 の 前 前 年 度 末 にお ける
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増  　 減   　見 　  込

当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額

29,455 29,455 444,116

29,455 29,455 444,116

29,455 29,455 444,116

補 正 額 計

当  該  年  度  末

現      在      高

見      込      額
補正前の額

高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
　　　　　（単位：千円）

現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及
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廃 棄 物 発 電 会 計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
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期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 28,953 令和7年度 28,953
（令和7年度設定） ～

令和8年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額
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国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

28,953

一 般 会 計
繰 入 金

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

- 157 -



- 158 -



学 校 給 食 費 会 計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

- 159 -



　

期 間 金 額
千円 千円

学校給食物資安定供給業務委託経費 4,816,909 令和7年度 4,816,909
～

令和10年度

施設設備管理費及び機器使用料等 3,448 令和7年度 3,448
（令和7年度設定） ～

令和8年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

- 160 -



国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

3,464,299 1,352,610

3,448

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 会 計

繰 入 金

- 161 -



- 162 -



国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

　　（事業勘定）　　

- 163 -



１　総　　括

　歳　　入

7 繰越金 1 404 405

29,676,901 404 29,677,305歳　　入　　合　　計

 千円

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

- 164 -



- 165 -



　歳　　出

7 諸支出金 19,758 404 20,162

29,676,901 404 29,677,305歳　　出　　合　　計

 千円 千円

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額

- 166 -



国県支出金 市　　　　　債 そ　の　他

404

0 0 404 0

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一般会計繰入金

 千円  千円  千円  千円

- 167 -



計 1 404 405

1 前年度繰越金 404

２　　歳    入

1 1 404 405繰越金

補　正　額 計

 千円

　７款　繰越金

　１項　繰越金

節

区　　分 金　　額

 千円 千円  千円

目 補正前の額
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国民健康保険事業会計（事業勘定）

40401 前年度繰越金 （国保年）

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円

- 169 -



4040 020,16119,757 404計 0

金

4044045 その他償還 1 405

　７款　諸支出金

　１項　償還金及び還付加算金 404千円

404千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般会計
繰 入 金その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円  千円

- 170 -



国民健康保険事業会計（事業勘定）

及び割引料 404　　その他償還金

【市民生活部関係】 404404償還金、利子22

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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（追　加）

期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 373,266 令和7年度 373,266
（令和7年度設定） ～

令和8年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

- 172 -



国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

157,224 131,167 84,875

一 般 会 計
繰 入 金

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

- 173 -



- 174 -



母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

- 175 -



　

期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 39 令和7年度 39
（令和7年度設定） ～

令和8年度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

- 176 -



国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

39

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 会 計

繰 入 金

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

- 177 -



- 178 -



介 護 保 険 事 業 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

　　（保険事業勘定）　　

- 179 -



１　総　　括

　歳　　入

7 繰入金 4,670,598 19,074 4,689,672

31,631,382 19,074 31,650,456歳　　入　　合　　計

 千円

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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- 181 -



　歳　　出

1 総務費 326,100 19,074 345,174

31,631,382 19,074 31,650,456歳　　出　　合　　計

 千円 千円

款 計

 千円

補正前の額 補　正　額

- 182 -



国県支出金 市　　　　　債 そ　の　他

19,074

0 0 0 19,074

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一般会計繰入金

 千円  千円  千円  千円
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計 4,670,597 19,074 4,689,671

金

1 事務費等繰入 19,074

２　　歳    入

5 337,028 19,074 356,102事務費等繰入金

補　正　額 計

 千円

　７款　繰入金

　１項　一般会計繰入金

節

区　　分 金　　額

 千円 千円  千円

目 補正前の額

- 184 -



介護保険事業会計（保険事業勘定）

19,07401 事務費等繰入金 （福祉総）

説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円

- 185 -



00 19,074345,174326,100 19,074計 0

度運営費

19,07419,0741 介護保険制 326,100 345,174

　１款　総務費

　１項　総務管理費 19,074千円

19,074千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般会計
繰 入 金その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源補正額

市　　債

計

 千円 千円  千円  千円

目 補正前の額

３　　歳    出

 千円  千円  千円

- 186 -



介護保険事業会計（保険事業勘定）

19,074　　介護保険事務処理システム等更新・運用経費

【福祉保健部関係】 19,07419,074委託料12

節

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

千円
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期 間 金 額
千円 千円

介護保険事務処理システム等更新・運 67,654 令和7年度 67,654
用経費（現行システム分） ～

令和8年度

介護保険関連サービス委託経費等 45,474 令和7年度 45,474
～

令和8年度

施設設備管理費及び機器使用料等 6,453 令和7年度 6,453
（令和7年度設定福祉総務課分） ～

令和8年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

- 188 -



国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

67,654

23,926 13,562 7,986

6,453

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 会 計

繰 入 金

- 189 -



- 190 -



後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

- 191 -



　

期 間 金 額
千円 千円

施設設備管理費及び機器使用料等 3,263 令和7年度 3,263
（令和7年度設定） ～

令和8年度

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る
又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度

事 項 限 度 額
当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

- 192 -



国 県 支 出 金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円

3,263

も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額
以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 会 計

繰 入 金

- 193 -



- 194 -



令和７年度秋田市水道事業会計

補 正 予 算 実 施 計 画

- 195 -



(追加)

施 設 設 備
管 理 費 及 び
機 器 使 用 料 等

948,727 － －
 令和７年度から
 ８年度まで

948,727 948,727

50,000
電 気 防 食 装 置
更 新 工 事

50,000        －      －
 令和７年度から
 ８年度まで

50,000

千円 千円 千円 千円

期 間  金    額 期 間  金    額

左の財源内訳支 払 義 務 発 生 支 払 義 務 発 生

（ 見 込 ） 額 予 定 額

損 益 勘 定
留 保 資 金 等

鉛 製 給 水 管
取 出 部 解 消
業 務 委 託 経 費

57,400        －      －
 令和７年度から
 ８年度まで

債    務    負    担    行    為　　に　　関　　す　　る　　調　　書

事        項 限 度 額

前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の

     －
 令和７年度から
 ８年度まで

148,400

57,400 57,400

148,400

652,000

水道施設切廻等
業 務 委 託 経 費

148,400

配 水 管
整 備 事 業

652,000        －      －
 令和７年度から
 ８年度まで

652,000

       －
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令和７年度秋田市下水道事業会計

補 正 予 算 実 施 計 画

- 197 -



(追加)

施 設 設 備
管 理 費 及 び
機 器 使 用 料 等

79,146 － －
 令和７年度から
 ８年度まで

79,146 79,146

千円 千円 千円 千円

期 間  金    額 期 間  金    額

左の財源内訳支 払 義 務 発 生 支 払 義 務 発 生

（ 見 込 ） 額 予 定 額

損 益 勘 定
留 保 資 金 等

管 渠 建 設 事 業 1,153,000        －      －
 令和７年度から
 ８年度まで

債    務    負    担    行    為　　に　　関　　す　　る　　調　　書

事        項 限 度 額

前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の

     －
 令和７年度から
 ８年度まで

180,964

1,153,000 1,153,000

180,964

510,000

汚水ポンプ場等
維 持 管 理 業 務

180,964

浸 水 対 策
下 水 道 事 業

510,000        －      －
 令和７年度から
 ８年度まで

510,000

       －
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令和７年度秋田市農業集落排水事業会計

補 正 予 算 実 施 計 画

- 199 -



(追加)

施 設 設 備
管 理 費 及 び
機 器 使 用 料 等

12,210 － －
 令和７年度から
 ８年度まで

12,210 12,210

農 業 集 落 排 水
処理施設維持管理
包 括 業 務 委 託

86,900 － －
 令和７年度から
 12年度まで

86,900 86,900

個 別 排 水 処 理
施 設 維 持 管 理
包 括 業 務 委 託

125,950 － －
 令和７年度から
 12年度まで

125,950 125,950

債    務    負    担    行    為　　に　　関　　す　　る　　調　　書

事        項 限 度 額

前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の

左の財源内訳支 払 義 務 発 生 支 払 義 務 発 生

（ 見 込 ） 額 予 定 額

損 益 勘 定
留 保 資 金 等

千円 千円 千円 千円

期 間  金    額 期 間  金    額
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